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第
十
号
議
案

外
国
資
本
等
に
よ
る
土
地
売
買
等
に
関
す
る
法
整
備
を
求
め
る
意
見
書

我
が
国
に
お
い
て
は
、
大
切
な
国
土
資
源
で
あ
る
土
地
に
関
し
て
、
外
国
人
や
外
国
法
人
が
日
本
人
と
同

様
に
土
地
所
有
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、
一
部
の
国
を
除
き
、
外

国
人
や
外
国
法
人
の
土
地
所
有
に
つ
い
て
は
、
地
域
を
限
定
し
た
り
、
事
前
許
可
制
と
す
る
な
ど
の
制
限
を

課
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

近
年
、
ス
キ
ー
場
、
ゴ
ル
フ
場
、
温
泉
施
設
な
ど
へ
外
国
資
本
が
進
出
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
投
資
に

よ
る
土
地
所
有
が
無
制
限
に
拡
大
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
日
本
国
民
の
安
全
保
障
や
国
土
保
全
の
観

点
か
ら
国
家
基
盤
を
揺
る
が
す
問
題
に
発
展
し
か
ね
な
い
と
の
危
惧
が
あ
る
。

ま
た
、
河
川
の
上
流
域
な
ど
の
水
源
地
域
に
お
い
て
、
地
域
の
合
意
が
な
い
ま
ま
森
林
売
買
が
増
加
し
て

い
け
ば
、
森
林
の
適
切
な
管
理
が
一
層
困
難
と
な
り
、
水
資
源
の
保
全
や
良
好
な
環
境
づ
く
り
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

外
国
人
の
土
地
取
得
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
大
正
十
四
年
に
制
定
さ
れ
た
外
国
人
土
地
法
に
お
い
て
、
国

防
上
重
要
な
地
区
な
ど
で
土
地
取
得
を
制
限
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
地
区
を
指
定
し
た
政
令
は

終
戦
直
後
に
廃
止
さ
れ
、
同
法
は
実
効
性
を
失
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
我
が
国
の
国
土
保
全
及
び
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
、
外
国
資

本
等
に
よ
る
土
地
の
売
買
や
適
切
な
管
理
体
制
を
構
築
す
る
た
め
の
法
整
備
に
取
り
組
む
よ
う
強
く
要
望
す

る
。右

、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
三
日
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